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特集 1　組合活性化への道標　その①　〜組合実態調査から見える効果的な組合運営〜

特集 2　改正「鹿児島県暴力団排除条例」の施行と組合がなすべきこと　

中央会の動き

　● 鹿児島県中小企業団体事務局協議会　〜通常総会及び交流会を開催〜

　● 鹿児島県中小企業組合士協会　〜通常総会及び研修会を開催〜

トピックス

　● 組合紹介パンフレット（組合マップ）の作成　〜鹿児島総合卸商業団地協同組合〜

　● 「本格焼酎　アイスなお酒」のご紹介

　● 栄えあるご受章おめでとうございます　〜平成26年春の叙勲・褒章〜

組合運営のスペシャリストを目指そう！①　〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜

教えてぐりぶー！組合運営

　● 第 2 回「代表理事変更登記」について

業界情報

　平成２6 年 3 月　情報連絡員報告

倒産概況

　平成２6 年 4 月　鹿児島県内企業倒産概況

中央会関連主要行事予定
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特集１　

Ⅰ．調査の概要
　　 調査対象：552組合（回答率71％）　　調査基準日：平成26年１月10日

Ⅱ．調査の内容
１．共同事業の動向
　（問）新たに検討・模索している共同事業はありますか。

　新たな共同事業を検討・模索している組合は７％に止まった。経済的・社会的環境の変化に適切
に対応するためには、共同事業を通じて経営の合理化やコストの縮減を図るとともに、新たな活路
を見出し、組合員の経済的地位向上に努めることが重要であるといえる。

【新サービス・新商品開発・新たな共同受注によって組合の活性化に繋がった事例】
業　種 背景と目的 事業・活動の内容 成　　　果

旅　行
代理業

「着地型旅行」が注目され
ているが、収益モデル等の
確立など問題が山積みで
あった。

県内全体の魅力的な観光素材
を発掘するとともに、常時提
供可能なコースを作った。

地域との連携を図りながら、
県内の隠れた魅力を巡る旅
行の開発と販売システムを
構築した。

コンクリート
二次製品
製造販売

原材料の高騰や海砂、川砂
の採取規制が厳しくなった
ことにより骨材資源が不足
していた。

シラスの有効活用策を行政や
大学等と連携し研究開発を進
め、骨材製品としての実用化
を目指した。

組合が率先して新製品開発
に取り組み、シラスを利用
したコンクリート二次製品
の実用化を達成した。

建　築
設計業

公共事業が減少傾向にある
ことから、これまでの共同
受注の他に新たな共同事業
を模索していた。

地域の実情を熟知した組合員
が有する技術力・ノウハウを
蓄積・組織化し、設計・監理
能力の向上と経営基盤の強化
を図った。

官公需適格組合の証明取得
等により組合員単独では受
注困難な大規模事業を共同
受注でき、現在も更なる需
要開拓を進めている。

　　　　組合活性化への道標　その①
　　　　　 〜組合実態調査から見える効果的な組合運営〜
特集１

　中央会では、円滑な組合運営を推進するため、共同事業の動向、後継者対策、消費税増税へ
の対応、経営革新計画取得の希望の有無等について実態調査を実施しました。
　本特集では、その中から共同事業の動向と経営革新計画取得の希望の有無の項目について取
り上げ、調査結果から見える効果的な組合運営方法について紹介します。

新たに検討・模索している共同事業

６件（１％）

358件（92％）

27件（７％）

■ ある

■ ない

■ 未回答
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特集１　

２．組合・組合員の経営革新について
　（問）貴組合・組合員は経営革新計画の承認を取得されていますか。

　「組合が取得している」又は「組合員が取得している」と回答した組合はわずか３％に止まっている。
組合や組合員企業が現状や課題を見極め、業績アップや経営力向上を図っていくためには、経営革新計
画の承認を受けることが最も効果的である。

≪新たな共同事業実施組合事例≫

 　鹿児島県造園事業協同組合（鹿児島市）では、谷山緑地、石橋記念公園など県内各地に
ある公共公園の指定管理者として、施設の維持管理を実施している。

 　公園の維持管理に際して生じた木くずや剪定くずなどの廃棄物は、これまで組合員各社
が処理していたため、経営を圧迫する大きな要因となった。

 　そこで、平成25年４月に、組合が「エコガーデン（鹿児島市吉野町）」を設置し、組合
員が伐採した木くず等の廃棄物の共同処理事業を開始し、これまで組合員が多額を要した
処理費用の大幅削減に大きく貢献している。

 　今後は、廃棄物処理施設に止まらずチップ化や堆肥化に向けた商品開発　　　　　　　
を行うことで、循環型社会の一翼を担っていく予定である。

≪経営革新計画承認制度を取得した組合事例≫

 　鹿児島県オーストリッチ事業協同組合（鹿屋市）では、外注先である食肉加工施設が老
朽化しており、急増する需要に適切に対応するためには、組合直営の施設を新設する必要
に迫られた。

 　建設に当たっては、多額の資金が必要であるが、中央会指導員による支援を受けて経営
革新計画の承認申請にチャレンジし、昨年10月に県知事より承認を受けることができた。

 　承認による一番のメリットは、政府系金融機関による低利融資制度が可
能となったことである。加えて、組合員一丸となって中期的な計画を立案
する過程で、組織内の団結力が高まったことなども大きな成果である。

経営革新計画承認の取得状況
６件（１％）

219件
（56％）

137件
（35％）

７件（２％）
■ 組合が取得している

■ 組合員が取得している

■ 組合・組合員とも取得していない

■ 把握していない

■ 未回答

22件（６％）
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特集１　

　　　【経営革新計画承認制度の概要】
⑴　経営革新計画の内容
　①　新商品の開発又は生産 
　②　新役務の開発又は提供 
　③　商品の新たな生産又は販売の方式の導入 
　④　役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
⑵　経営革新計画の数値目標
　 　経営革新計画の策定に当たっては、以下の二つの指標について、一定基準以上の目標を設

定する必要があります。
　①　付加価値額の向上
　　 　付加価値額又は一人当たりの付加価値額のいずれかについて、５年計画の場合、５年後

の目標伸び率が15％以上であることが必要です。なお、３年計画の場合は９％以上の目標
伸び率、４年計画の場合は12％以上の目標伸び率である必要があります。

　　※　付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費
　②　経常利益の向上
　　 　経常利益について、５年計画の場合、５年後の目標伸び率が５％以上であることが必要

です。なお、３年計画の場合は３％以上の目標伸び率、４年計画の場合は４％以上の目標
伸び率である必要があります。

⑶　承認によるメリット
　 　経営革新計画の承認申請を行い、県知事の承認を受けると、支援機関等の審査を受けて以

下の支援措置を利用できます。
　①　中小企業経営革新支援事業補助金制度 
　②　政府系金融機関による低利融資制度 
　③　信用保証協会による信用保証の特例　等

中央会では、組合活性化や経営革新計画
承認に向けた様々な支援を行っております。

お気軽にご相談ください。

※　本特集は、引き続き７月号にて掲載予定です。
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特集２　改正「鹿児島県暴力団排除条例」の施行と組合がなすべきこと

　　　  改正 「鹿児島県暴力団排除条例」 の施行と
　　　  組合がなすべきこと

特集２

　鹿児島県では、県外暴力団の進出を阻止し、暴力団の活動を抑止するため、平成 22 年４月に施
行した鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例を全部改正し、「鹿児島県暴力団排除条例」と
して平成 26 年３月 28 日に公布、同年５月１日から施行しました（一部規定は同年７月１日施行）。
　本条例は、暴力排除活動の推進に関し、県、県民等の責務を明らかにするとともに、青少年の健
全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止、県民等に対する支援等につい
て必要な事項を定めることによって、県民の安全かつ平穏な生活を確保することや社会経済活動の
健全な発展に寄与することを目的としています。
　本特集では、本改正条例の概要と暴力団排除に係る定款規定の方法について紹介します。

県 暴 力 団 排 除 条 例 の 体 系

１　名称【改正】鹿児島県暴力団排除条例
２　総則

暴力排除活動の
推進に関する
基本理念

県民は、暴力排除活動に自主的に、かつ、相互の連携協力の下に取組み、県が実施する施策に協力

事業者は、暴力団を利することとならないようにし、県が実施する施策に協力

県民等は、県に対し暴力排除活動に資する情報を提供

県民の安全かつ平穏な生活の確保　　　　
することを目的とする

社会経済活動の健全な発展に寄与

○県、市町村、県民等及び関係機関等の相互の連携及び協力の下に推進

○暴力団を恐れないこと　　　○暴力団に対して資金を提供しないこと

○暴力団を利用しないこと　　○暴力団と交際しないこと

○県は、暴力排除活動に関する総合的な施策を策定し、実施する

○実施に当たっては、市町村・関係機関等と緊密に連携し、協力する

○暴力団　○暴力団員　　○暴力団員等　○暴力団関係者　○暴力排除活動

○県民等　○関係機関等　○事業者　　　○青少年　　　　○暴力団事務所

県民等

県

県、県民等の
責務

暴力排除活動の
推進に関する
基本的施策

青少年の
健全な育成を
図るための措置

暴力団員等に
対する利益の
供与の禁止

県民等に
対する支援等

について定め

責務
（第４､５条）

【改正】

基本理念（第３条）

【改正】

定義（第２条）【改正】

目的
（第１条）

【改正】

３　暴力排除活動の推進に関する基本的施策

市町村に対し、地域の事情に応じた施策の策定及び実施を要請
情報の提供、技術的助言その他必要な支援を行う

市町村への要請及び支援
（第 10条）【改正】

暴力排除活動の気運が醸成されるよう広報その他の啓発活動を行う
啓発活動

（第９条）【改正】

県民等に対する情報提供その他の必要な支援
県民等に対する支援
（第８条）【改正】

暴力排除活動に取り組んだ者等に対する警察官による警戒その他の必要な措置
警察による保護措置
（第７条）【改正】

公共工事等県の事務・事業等における暴力排除措置
県の事務及び事業における
措置（第６条）【改正】
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特集２　改正「鹿児島県暴力団排除条例」の施行と組合がなすべきこと

９　特定事業者の責務

特定事業者（旅館、ホテル、ゴルフ場等）の知情契約の禁止

約款等への暴力団排除条項の導入

暴力団排除条項違反判明時の契約解除

暴力団の活動に利用させない旨の看板等の掲示

特定事業者の責務
（第 19 条）【新設】

５　罰則
　　  （第 24､25 条）【新設】

１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金
両罰規定

４　青少年の健全な育成を図るための措置

学校等の周囲 200 メートルの区域内の暴力団事務所の開設又は運営の禁止
暴力団事務所の開設

及び運営の禁止
（第 12 条）【新設】

青少年に対する教育等の
ための措置

（第 11 条）【新設】

暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪被害を受けないための教育

青少年の育成に携わる者による指導、助言

青少年の育成に携わる者に対する必要な支援

違反

６　暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

契約時における措置等
（第 15 条）【新設】

事業者

契約の相手方等の確認

暴力団排除条項の導入

判明時の契約解除

利益の供与等の禁止
（第 13 条）【新設】

事業者

威力利用目的等での利益供与禁止

活動助長型利益供与禁止

優先的取扱いの禁止

暴力団の威力を利用する
ことの禁止（第 14 条）

【新設】
事業者による、暴力団の威力の利用を禁止

違反

７　暴力団員等が利益の供与を受けること等の禁止

利益の供与を受けること
等の禁止（第 16 条）【新設】

知情利益供与等受領の禁止

優先的取扱をさせることを禁止
暴力団員等は

違反

８　不動産の譲渡等をしようとする者等の責務

不動産の譲渡等の代理等をする
者の責務（第 18 条）【改正】

不動産の譲渡等をしよう
とする者の責務

（第 17 条）【改正】

不動産譲渡等の代理人等による助言等の措置

知情不動産譲渡等の代理又は媒介の禁止

不動産取引時の相手確認

知情不動産譲渡等契約の禁止

不動産譲渡等契約書への契約解除又は買戻し条項の導入

判明時の契約解除、買戻し

違反

違反

違反
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特集２　改正「鹿児島県暴力団排除条例」の施行と組合がなすべきこと

　組合の定款に暴力団排除に係る条項を設置する場合は、下記の規定例を参考に下線部分を追記し
てください。
　なお、定款変更に際しては、総会で特別議決を経た上で、行政庁の認可を受ける必要があります。
詳しくは、担当指導員までお気軽にご相談ください。

暴力団排除に係る定款規定例（事業協同組合）

（組合員の資格等）
第８条　本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
　⑴　○○の○○業を行う事業者であること
　⑵　組合の地区内に事業場を有すること
２　前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる場合は、組合員となることができない。
　⑴ 　事業者の役員及び従業員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき
　⑵　事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき
　⑶ 　事業者及び事業者の役員が暴力団及び暴力団員に資金等の提供及びその他の便宜を図っている

とき

（除　名）
第�13条　本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本

組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、
弁明する機会を与えるものとする。

　⑴　長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
　⑵　出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
　⑶　本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
　⑷　本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
　⑸　犯罪その他信用を失う行為をした組合員
　⑹　第８条第２項各号の一に該当することになった組合員

10　義務違反者に対する措置等

説明又は資料の提出の

要求（第 20 条）【改正】

公表（第 22 条）【改正】

勧告（第 21 条）【改正】

説明又は資料提出を拒否、虚偽説明、勧告に従わない等の場合は公表

公表の際は意見を述べる機会を付与

11　雑則
　　   （第 23 条）【改正】

条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める

※【改正】とは、現行条例を改正する規定で、【新設】とは、新規に導入する規定

規定違反の疑いがある場合は文書若しくは口頭説明又は資料提出を求める

違反行為がある場合は必要な措置を講ずべきことを勧告
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中央会の動き

鹿児島県中小企業団体事務局協議会
〜通常総会及び交流会を開催〜

　４月28日、鹿児島市の「アーバンポートホテル鹿児島」で、鹿児
島県中小企業団体事務局協議会（賀籠六和文代表幹事）が通常総会
を開催した。
　通常総会では、平成25年度決算関係書類承認の件など４議案の審
議を行い、全議案が承認された。
　なお、任期満了による役員改選では、下記のとおり選出された。
　続いて、鹿児島県企画部世界文化遺産総括監である中堂薗哲郎氏
を講師に、「近代化産業遺産について」と題して交流会（講演会）
が行われた。
　現在、県内では屋久島の一部が世界自然遺産として登録されている。加えて、本県の集成館をは
じめ８県11市23資産にて構成する九州・山口県と関連地域の資産群が、「明治日本の産業革命遺
産」として登録候補となっており、平成27年度の登録を目指している。
　最後に、「世界文化遺産への登録が達成できれば、観光客の増加など地域活性化につながるので、
官民一体となって機運の醸成を図る必要がある。」と締めくくった。

〔鹿児島県中小企業団体事務局協議会の概要〕
設　　立：平成10年３月
会員資格：中央会会員組合の常勤役員（理事長・会長は除く）、
　　　　　事務局代表者及びこれに準ずる者
会 員 数：78名
実施事業：教育情報事業（講習会、視察研修会、交流会等の実施）
代表幹事：賀籠六和文（鹿児島自動車工業協同組合 事務局長）

～IT研修会など楽しく学べ、実践的な内容が今年度も盛り沢山！
組合事務局間の交流の場にもなりますので、皆様のご加入をお待ちしています～

代表幹事：賀籠六和文
副代表幹事：古河洋（鹿児島県味噌醤油工業（協）理事兼事務局長）、宮﨑一仁（鹿児島共同配車セン

ター事業（協）事務局長）、高田英司（鹿児島県石油（商）専務理事）
幹　　事：萩原幸夫（鹿児島県中小企業共済（協）専務理事）、清田真市（鹿児島総合卸商業団 

地（協）事務局長）、村場竜二（鹿児島市管工事（協）総務課長）、月野るり子（鹿児島県
印刷（工）事務局長）、江口定子（（協）鹿児島県鉄構工業会事務局長）、落合健一（鹿児
島県中古自動車販売（商工）専務理事兼事務局長）

監　　事：村尾秀之（鹿児島県醤油醸造（協）事務局長）、米澤紀子（鹿児島県運送（協連）事務局長）

賀籠六和文代表幹事
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中央会の動き

　４月25日、鹿児島市の「ホテルパレスイン鹿児島」で、鹿児島県中
小企業組合士協会（久木留寛会長）の通常総会及び研修会を開催した。
　通常総会では、平成25年度決算関係書類承認の件など全議案が承
認された。役員改選においては、会長に久木留寛氏が再選された。
　引き続き行われた研修会では、桜島灰干し協同組合 理事長の梛
木春幸氏を講師に「桜島灰干しにかける思い」と題して講演が行わ
れた。
　梛木氏は、「私は料理人として、日本各地の食材に触れ合ってき
たが、鹿児島は海・山・川があり、気候や土壌など様々な条件が奇跡的に集まっており、食材の宝
庫である。しかし、多くの県民はそのことに気付いていない。現在、一次産業者は非常に厳しい状
況が続いており、廃業者が後を絶たない。私たちはさらに地産地消に努め、鹿児島が持つ『食』の
素晴らしさを県民皆で支えていくことが大切である」と述べた。

〔鹿児島県中小企業組合士協会の概要〕
設　　立：昭和54年６月
会員資格：中小企業組合士及び中小企業組合検定試験合格者であって、
　　　　　将来中小企業組合士になろうとする者
会 員 数：47名
実施事業：教育情報事業（講習会、視察研修会等の実施等）
代表幹事：久木留寛（総合物流協同組合 専務理事）

～「一組合に一組合士」を目標に、組合士制度の普及・振興に努めて参ります～

鹿児島県中小企業組合士協会
〜通常総会及び研修会を開催〜

久木留寛会長
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トピックス

　この度、鹿児島総合卸商業団地協同組合（通称「オロシティー」）が組合マップ「We are 
Orocity〜 私たちの街、オロシティー 〜」を作成しました。
　組合マップ作成で中心となった理事の飯山氏に、組合マップを作成することになった経緯、
目的、思いなどについてお話しを伺いました。なお、当組合マップは今月号に同封しています。

　組合マップ作成に至る背景・目的
　オロシティーは、昭和42年に鹿児島の卸売業等が中心となって
設立しました。現在は77人の組合員が活動しており、業種や業態
も幅広く拡大し、異業種の集団となっております。
　しかし、団地の広い土地を活かした豊富な品揃えがある小売店
や楽しい雑貨店など様々なお店があることはあまり知られていま
せん。
　そこで、組合が一体となってPRを行い、たくさんの人にオロ
シティーに足を運んでもらうことを目的に組合マップを作成しま
した。

　組合マップ作成への取り組み
　オロシティーでは、春祭りや夏祭りなど様々なイベントを開催
していますが、これらを企画する「未来戦略委員会」が何回も協
議を重ね、ようやくでき上がったのがこの組合マップです。
　若い人や女性など多くの人に手に取ってもらえるよう、特に色
合いやデザインにはこだわりました。

　最後に一言！
　組合マップは完成しましたが、今後、組合のPRや各種イベン
トでの活用の他、高齢者・障がい者に役立つマップ、防災に役立
つマップなど目的別にバージョンを広げていくつもりです。
　組合の活性化を目指すのであれば、どんどん新しいことに挑戦
するべきです。一企業ではできないことも、数社で協力すれば可
能になります。それが協同組合の強みです。
　今後も組合員が協力し合い、「何ができるか」「何をすべき
か」を常に考え、オロシティーがより皆様の身近な存在になるよ
う努力していきます。
　一緒に鹿児島の地域経済を盛り上げていきましょう！

≪鹿児島総合卸商業団地協同組合の概要≫

■ 代表理事：小正芳史
■ 組合員数：77人
■ 組合員資格： 卸売業、小売業、貨物自動車運送業、　　

倉庫業、製造業 他
■ 主たる事業：団地管理、教育情報事業
■ 所 在 地：鹿児島市卸本町６−12
■ 連 絡 先：TEL 099-260-2111　　FAX 099-260-2109
　　　　　　 HP http://www.orocity.or.jp

鹿児島総合卸団地（協） 理事 兼

未来戦略委員会 委員長

飯山　哲二 氏

組合マップ（組合紹介パンフレット）を作成
〜鹿児島総合卸商業団地協同組合〜
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トピックス

　女性や若い人たちに飲んでいただきたい！
　この商品は、鹿児島県内の酒造会社14社と当社で組織する
「薩摩本格焼酎生産者協議会」の中で企画され、そのうちの
７社が参加しています。これまでも同協議会で「薩摩ロッ
ク」の商品名で、夏にぴったりの芋焼酎を企画・販売したこ
とがありましたが、依然として、焼酎は中高年男性が飲むイ
メージが強く、女性や若い人たちにもっと焼酎を気軽に飲ん
でもらいたいという思いから「アイスなお酒」が生まれました。
　『地殻変動が起こり、なんと鹿児島が北極へ移動！？北極育ちの動物たちは夏になると、氷山
になった桜島の氷でロック焼酎を楽しみます』とのストーリーで、北極に生息する動物をパッ
ケージに起用し、気軽に手に取ってもらえるよう工夫しました。また、今回はアルコール度数を
抑え、飲みやすさとともに味わいを残すことを追求し、手軽にワイン感覚で楽しんでいただける
商品になっています。

　共同企画・販売をすることの利点
　１社で売り出すより、まとまったＰＲができるので、安価で効果的な宣伝ができます。
　また、お土産用や飲み比べのため、１本だけでなく複数本購入してくださるお客様が多いこと
も大きな特徴です。おかげさまで、発売開始後３週間ほどで約14,000本を売り上げ、欠品が出て
いる商品もあるなど大変好評をいただいています。

「本格焼酎　アイスなお酒」のご紹介
〜南九州酒販株式会社〜

　小正醸造株式会社、山元酒造株式会社、指宿酒造株式会社
など県内７つの酒造メーカーが南九州酒販株式会社とのコラ
ボレーションによって夏季限定の「本格焼酎　アイスなお酒」
を発売しました。
　そこで、南九州酒販株式会社の営業部 業務課の日髙課長
に発売に至るまでのストーリーや思いなどについてお話しを
伺いました。

価格は各 880 円 ( 内容量 720ml)

8 月末まで全国で販売中

そのまま冷蔵庫に

冷やして飲めるぶ～
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トピックス

　平成26年4月29日に、春の叙勲・褒章受章者が発表され、組合関係では、以下の方々が受章の栄
に浴されました。心よりお慶び申し上げますとともに、今後ますますのご活躍を祈念申し上げます。

旭日小綬章	 増田  　勇	様	 鹿児島県畳工業組合　理 事 長

旭日双光章	 川路  益満	様	 鹿児島県左官業協同組合　前理事長

旭日単光章	 特手  祐治	様	 出水建設業協同組合　前理事長

黄 綬 褒 章	 横村  満昭	様	 鹿児島県建築業協同組合　専務理事
	 	 鹿児島建築産業協同組合　専務理事

栄えあるご受章おめでとうございます　　
〜平成 26 年春の叙勲・褒章〜　　　
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組合運営のスペシャリストを目指そう！①		～中小企業組合検定試験問題にチャレンジ～

組合運営のスペシャリストを目指そう！①
〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜 第2回「代表理事変更登記」について第2回「代表理事変更登記」について第2回「代表理事変更登記」について

役員改選において、これまでの代表理事が再選さ

れた場合にも登記が必要ですか？

また、添付書類にはどのようなものが必要ですか？

詳しいことは、中央会の担当指導員に聞いて

ほしいぶ〜

〔登記の必要性について〕

◆　代表理事に同じ方が選出された場合でも、あらためて２週間以内に変

更登記申請を行う必要があります。申請期限に遅れると、過料が発生す

る場合がありますので、十分注意してください。

〔変更登記申請に必要な添付書類について〕

◆　変更登記申請に必要な添付書類は、総会議事録、理事会議事録、定款

及び就任承諾書（各議事録に就任を承諾する旨の記載があれば、援用す

ることが可能）です。なお、代理人申請の場合は、委任状の添付が必要です。

◆　定款については、余白に以下のとおり記載するとともに、各ページの

つなぎ目に割印を押してください。

　　　これは本組合の定款である。

　　　　平成○年○月○日

　　　　○○○○組合

　　　　　代表理事　○○○○　㊞　

◆　議事録の写しを添付する場合は、余白に「原本に相違ない」旨の証明

を行った上で、いったん原本も提出してください。

教えてぐりぶー！組合運営

はい！お答えします！はい！お答えします！

　次に掲げた文章のうち、正しいものには○印を、誤っているものには×印をして 
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （解答はP20に記載）

１　商工組合の組合員は個人、法人を問わず事業を営むものでなければならない。
２　総会は、総会の会日の２週間前までに到達するよう、会議の目的たる事項及びその内容並

びに日時及び場所を記載した書面を組合員に発する必要がある。
３　定款の変更は、行政庁の認可を必要とするが、変更事項の効力の発生時期は定款変更を議

決した時からとなる。
４　事業計画が決定されても、経済事情や組合の事情によって大幅に変更しなければならない

ときがある。この場合、計画の変更は、変更事項に係る関係予算の変更と併せ理事会に提案
し承認を得ればよい。

５　事業協同組合は、組合員に対する剰余金の分配を目指すもではなく、まず組合員の事業利
用を目指すべきである。

６　協同組合では、組合員の権利が大きく認められており、組合への出資金や賦課金の負担は
必ずしも義務化されていない。

７　役員報酬の設定は、理事と監事を区分して設定する必要がある。
８　組合は、法の定めにより参事及び会計主任を置くことが義務づけされている。
９　組合が、事務代行事業として組合員に関する税務申告を行うことは、税理士法により認め

られている。
10　組合は、出資の払込みがあったときは、できる限り証拠証券としての出資証券を発行し、

組合と組合員との関係を明確にしておくことが賢明である。
【平成25年度中小企業組合検定試験　組合運営第３問】

　中小企業組合士制度は、中小企業組合に従事する役職員の資質の
向上を図るため、その職務の遂行に必要な知識に関する試験（毎年
12月に実施）を行い、合格者の中から一定の実務経験を有する者に
対して、「中小企業組合士」の称号を与える制度です。皆様の積極
的なチャレンジをお待ちしています。

組合運営のスペシャリストを目指そう！①
〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜
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教えてぐりぶー！組合運営

第2回「代表理事変更登記」について第2回「代表理事変更登記」について第2回「代表理事変更登記」について

役員改選において、これまでの代表理事が再選さ

れた場合にも登記が必要ですか？

また、添付書類にはどのようなものが必要ですか？

詳しいことは、中央会の担当指導員に聞いて

ほしいぶ〜

〔登記の必要性について〕

◆　代表理事に同じ方が選出された場合でも、あらためて２週間以内に変

更登記申請を行う必要があります。申請期限に遅れると、過料が発生す

る場合がありますので、十分注意してください。

〔変更登記申請に必要な添付書類について〕

◆　変更登記申請に必要な添付書類は、総会議事録、理事会議事録、定款

及び就任承諾書（各議事録に就任を承諾する旨の記載があれば、援用す

ることが可能）です。なお、代理人申請の場合は、委任状の添付が必要です。

◆　定款については、余白に以下のとおり記載するとともに、各ページの

つなぎ目に割印を押してください。

　　　これは本組合の定款である。

　　　　平成○年○月○日

　　　　○○○○組合

　　　　　代表理事　○○○○　㊞　

◆　議事録の写しを添付する場合は、余白に「原本に相違ない」旨の証明

を行った上で、いったん原本も提出してください。

教えてぐりぶー！組合運営

はい！お答えします！はい！お答えします！
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業界情報

【味噌醤油製造業】

３月に入り、４月からの消費税増税に備えた需要
が見られた。中には当初の予想を上回る売上と
なった組合員もあり、４月以降の需要減対策を検
討しはじめたところもある。

【酒類製造業】

(平成26年２月分データ)　　　　　　（単位㎘・%)

区　分 H25.2 H26.2 前年同月比

製成数量 11,860.1 12,378.4 104.4

移出
数量

県内課税 4,660.9 4,325.2 92.8

県外課税 5,568.8 5,144.5 92.4

県外未納税 3,734.0 2,927.5 78.4

在庫数量 216,221.0 224,275.6 103.7

【漬物製造業】

消費税増税前の駆け込み需要により、約３割増の売
上となったが、４月以降の落ち込みが不安である。

【蒲鉾製造業】

３月は旅行・受験シーズンということもあり、県
内外の人の流れが多い時期である。そのため、空
港の利用客は増加しているが、土産品の売上は
思ったように伸びなかった。全体でみると、対前
年同月比マイナス３％となっている。４月から消
費税がアップするため、月末は日配品が少し売れ
たが、駆け込み需要の影響は殆どなかった。

【鰹節製造業】

昨年の同時期は原料が最高値（200円～230円／
㎏）で推移していたが、今年は140円～160円で非
常に安くなっている。しかし、最終商品の消費地
への個装袋が小さくなってきているせいか、消費
量が減少している。また、販売価格も下落してお
り、商品出荷量も伸びていない。

【菓子製造業】

３月は年度末ということもあり、様々なお祝い事
やご挨拶等の機会が増えたことに伴い、菓子の注
文も増加した。ただ、消費税増税前に買い置きで
きるような商品ではないため、他業界のような駆
け込み需要による、大きな動きはなかった。

【茶製造業】

新茶期を前に取引は停滞している。対前年同月比
売上高は42.9％であった。

【本場大島紬織物製造業（奄美地区）】

平成26年３月の検査反数は454反で、対前年同月比
マイナス129反であった。平成25年度は全体で5,773
反、対前年比マイナス870反であった。

【木材・木製品製造業】

消費税増税前の駆け込み需要が若干あったものの、
市況に反映するほどの力はないままに推移してい
る。昨年暮れの急騰も長続きせず、種々の社会情
勢から先行き不透明感が強く、見送り気分が漂っ
ている中、業界では４月以降の落ち込みを心配し
ている。

【木材・木製品製造業】

最近の素材市場情報では、材の入荷が多い割には
製品の動きが悪いため、買い手も様子を伺ってい
る状況で、全体が様子見姿勢に入っている。ただ
し、合板等の品薄感は解消されておらず、外材も
堅調な動きとなっている。国産材の暗転状況は当
初から予想されていたことであり、木材の安定供
給が如何に大事であるかが思い知らされる。

【生コンクリート製造業】

出荷量は168,889立米で対前年同月比105.7％であっ
た。特に減少した地域は串木野・宮之城・出水・
種子島・奄美大島・奄美南部・甑島、特に増加し
た地域は南薩・姶良伊佐・垂水桜島・大隅・南
隅・屋久島・喜界島であった。単純に対前年同月
比での比較対象による判断はできないが、全体的
に年間を通して、国・県の予算増加に伴い出荷量
も増加している。民需についても、景気浮揚対策
の効果が出ているといえる。

【コンクリート製品製造業】

３月度の出荷トン数は、12,060トンで対前年同月比
127.0％となった。出荷量は奄美地区を除く地区で
増加している。平成25年度は、組合共同販売製品
を増やしたことや工事発注量の増加が大きな要因
となっている。

【仏壇製造業】

海外輸入仏壇の内訳（主たる輸入国：中国、ベト
ナム、タイ等）は、平成25年12月24,299本、平成26 
年１月26,193本、２月15,767本。平成26年累計は
41,960本。

【印刷業】

３月の繁忙期と４月の消費税アップが重なったこ
とで、印刷材料をまとめて購入するなど、せめて
もの準備をする事業所が多くみられた。顧客・商
品価格への適正な転嫁が大事なところである。

業界情報（平成26年３月情報連絡員報告）

製　造　業
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業界情報

【卸売業】
３月29日に団地内で「増税前の販売促進イベント」
を開催したところ、日用品や燃料などの大勢の客
が押し寄せて、飛ぶように売れた。売上は、対前年
同月比40～50％増しという企業もあった。企業の中
には、４月から使用できる割引券等を配布するなど、
客足の落ち込みを軽減させようと努力している。

【中古自動車販売業】
３月に入り、消費税増税前の駆け込み需要が加速し、
20日過ぎまでは近年にないほど好調に推移した。た
だ、最終週は来場も少なくなり、既に駆け込み需要
の反動が始まったようであり、今後が懸念される。

【青果小売業】
３月は対前月比104.6％、対前年同月比101.7％で
あった。

【農業機械小売業】
ＴＰＰ問題もいよいよ妥結に向けての交渉に入って
いるようであるが、日本の農業の方向性は見失って
ほしくない。新しく社員が入社し、これからの農業
を指導していく立場となるが、農家と共に日本の食
の伝統を伝えていってほしい。

【石油販売業】
原油コストは横ばいで、高止まり状態が続いている。
３月前半は依然として販売は低迷し、卸価格は上昇
したにも拘らず、小売価格転嫁不足を招いた。３月
後半は、消費税増税前の駆け込み需要の影響もあり、
前年を大きく上回ったものの、反動による売上減は
否めない。

【鮮魚小売業】
東京都で行われた国産ファストフィッシュ商品部門
で、組合員の山口水産が漁師料理をヒントに考案し
た「本マグロほるもん」が最高賞のグランプリを受
賞した。このような、健康に良い「さかな料理」で、
多くの食卓を飾ることを願います。

【商店街（霧島市）】
商店街の３月の売上状況は前年並みの傾向であった。
小売業については、４月からの増税に伴う駆け込み
需要が想定されたが、思ったほどの売上高とはなら
ず、例年並みの動きであった。一方、飲食業におい
ては、時期的なものもあるが、前年同月比でも近年
にない賑わいとなった。４月以降の消費税増税によ
る影響が心配されるが、26年度はこくぶ通り会連合
会が申請した、全振連の地域商店街活性化事業も
採択されたので、これを中心に様々な事業を展開し、
商店街の更なる活性化を図りたい。

【商店街（鹿児島市/天文館地区）】
消費税の引上げによる駆け込み需要と買い込み等に
より、売上がアップした店舗が非常に目立った。日
用品から衣料品まで多岐に渡っていたようである。
ただし、４月以降の反動は殆どの店舗で不安なとこ
ろである。仕入価格も上がることから、在庫量の検
討を含め慎重に動いている。夏物セールの前倒し等
も含め、知恵を絞っている状況である。

【商店街（鹿児島市/中央駅周辺地区）】
３月は消費税増税前ということもあり、多少なりと
も買いおきの動きがあった。

【サービス業（旅館業/県内）】
３月はほぼ例年並みに推移し、昨年同月比でもほぼ
不変の施設が多いようである。４月の消費税増税に
伴い、宿泊料金の見直しを検討している施設も多い
が、他の施設との価格競争もあり頭を悩ましている。

【美容業】
殆どの事業主は、小売業に比べ増税前の駆け込み需
要の影響は少ないだろうとの予想であったが、３月
の中旬を過ぎたあたりから、どのサロンもパーマ・
カラー施術のお客様が周期を早めて来店されるなど、
駆け込み需要の影響を受けた。店販商品も飛ぶよう
に売れる状態ではないが、まとめ買いも多く見られ
た。

【旅行業】
今年は九州新幹線全線開業から３年を迎え、ＪＲ利
用客は落ち着きを取り戻し、九州管内の旅行は昨年
並みであった。企業の東京方面の出張は増加したが、
家族旅行等は昨年より減少した。消費税アップが４
月以降の旅行客数の増減に影響するか見通しが立
たない状況である。３月の集客状況は対前年同月比
103％であった。

【建築設計業】
来年度着工予定の基本構想や実施設計・工事監理業
務の依頼が増えてきた。最近の労務費や材料価格の
アップ、消費税増税の影響を懸念していたが、それ
以上に民間活力の勢いを感じている。

【自動車分解整備・車体整備業】
年度末は他の月とは比較にならないほど多忙であっ
た。特に増税前で中古車の売上も良く、車検につい
ても前倒しで受けられるケースが多かったため、４
月からの反動が気掛かりである。

【電気工事業】
消費税の関係で、住宅部門やマンション等は多忙で
あったが、４月以降は落ち着くと思われる。太陽光
関係は、依然として活況なため、この状況がまだ続
くとみられる。官庁関係は、大型物件が例年より多
い状況である。

【内装工事業】
３月は消費税増税前の駆け込み需要により、売上増
が見受けられた。仕事量は増加しており、作業完了
が４月までずれ込む組合員が多い。

【建設業（鹿児島市）】
人手不足による受注拒否の現象も出ている。

【建設業（出水市）】
県の事業において、新労務単価や資材単価の上昇で
工事費が増額する場合については、特例措置やイン
フレスライド条項の運用を講じている。

【建設業（曽於市）】
工期変更や請負金額変更など、何かと忙しい３月で
あった。休日を返上し、仕事に追われ体力・気力と
も使い果たした１ヶ月間であった。

【貨物自動車運送業】
３月に入り、燃料価格についてはディーラーから値
上げの要請がきているが、運賃のサーチャージも
厳しい状況が続いている。また、荷動きについては、
引越・食肉など順調に推移した。

【運輸業（個人タクシー）】
３月は後半になって売上が伸びたようである。要因
は異動時期による歓送迎会等によるものと思われる。
また、消費税増税による運賃設定が当組合では次の
とおりとなった。初乗り620円、600円、580円。

【倉庫業】
平成25年度は全体的な業況に大きな変化は見られな
かった。加工用は平年並みで飼料用は微増であった。
年間を通して微減はあったが、特筆するようなこと
はなかった。

非　製　造　業
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倒産概況

（負債額1,000万円以上・法的整理のみ）
㈱帝国データバンク　鹿児島支店

件数５件　負債総額6億8,000万円
〔件数〕前年同月比１件増　〔負債総額〕前年同月比103.6％増

【概　　要】

　平成 26 年４月の鹿児島県内の企業倒産（負債額 1,000 万円以上・法的整理）は、件数で５件（前

月比 28.6％減、前年同月比 25.0％増）、負債総額は６億 8,000 万円（前月比 17.1％減、１億 4,000 万円減、

前年同月比 103.6％増、３億 4,600 万円増）となった。

【各要因別】

　・業種別では、建設業１件、製造業１件、小売業１件、サービス１件、その他１件。

　・主因別では、販売不振５件。

　・資本金では、個人１件、100万円～1,000万円未満３件、1,000万円～5,000万円未満１件。

　・負債額では、1,000万円～5,000万円未満２件、１億円～５億円未満３件。

　・地域別では、南薩地区２件、大隅地区３件。

平成26年４月  鹿児島県内企業倒産概況
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倒産概況

【ポイント】

　４月度の倒産件数は前月を２件下回る５件であり、負債額も前月を１億4,000万円下回っており、

表面的には件数・負債額ともに減少する形となった。地域的には特に偏りはなかったものの、鹿児

島市内での倒産は皆無であった。

　倒産要因は全て販売不振であり、倒産の態様としては破産が４件、特別清算が１件であった。

【今後の見通し】

　内閣府が４月に発表した月例経済報告によると、景気は緩やかな回復基調が続いているが、駆け

込み需要の反動によりこのところ弱い動きもみられるとして、基調判断を５ヵ月振りに下方修正し

た。４月の倒産要因は全てが販売不振となっているが、その背景に消費増税による影響といったも

のは感じられず、現状では増税影響による販売不振で行き詰まったケースは確認されない。

　県内景況をみると、やはり自動車、戸建て住宅、家電品などは駆け込み需要の反動による売上減

が避けられない状況にあるものの、現状ではこれが長期に及ぶ見通しにまでは至っていない。

　建設業においては引き続き公共工事量の安定により４月に事業停止し法的整理に至った企業はな

かったが、近年の長引く経営環境の厳しさから、技術職員などの雇用を最小限に留めている業者が

多く、公共工事の入札不調や、入札後の技術職員配置不能を理由としての入札辞退なども散見され

る状況にあり、公共工事量の回復も小規模業者に対する恩恵はそれほど大きくない様子も窺える。

　今後の動向としても５月の連休期間の観光入り込み客や、小売店などの売上動向を見守ることも

必要であり、更に昨年来から養豚業界で被害が拡がっていたＰＥＤ（豚流行性下痢）の影響なども

懸念される材料である。

　水面下では事業縮小や法的整理などを模索している企業も複数存在する状況となっており、４月

単月の動きだけを見て、倒産件数・負債額ともに減少傾向にあると判断するには時期尚早であり、

消費増税後の販売転嫁がスムーズに進んでいない企業も散見されることから、沈静化には暫く時間

を要するものとみられる。

平成26年４月企業倒産状況（法的整理のみ）

企業名 所在地 業　種 負債総額
（百万円）

資本金
（千円） 態　様

（株）Ｓ 南さつま市 元・酒類卸、
みそ・醤油製造等 360 10,000 特別清算

Ｓ（有） 指宿市 海面養殖 200 3,000 破産

（有）Ｋ 曽於市 スーパー経営 10 6,000 破産

Ｔ（株） 曽於市 解体工事 100 5,000 破産

個人 肝属郡東串良町 ビルメンテナンス 10 ─　 破産

５件　６億8,000万円
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中央会関連主要行事予定

中央会関連主要行事予定
平成26年６月

  5日(木)

15：00

鹿児島県食品産業協議会総会
鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

27日(金)

14：30

中央会理事会
鹿児島市「城山観光ホテル」

27日(金)

15：30

商工中金協力会
鹿児島市「城山観光ホテル」
テーマ： 「ななつ星 in 九州」と地域活 

 性化について
講　師：九州旅客鉄道株式会社
　　　　クルーズトレイン本部
　　　　次長　仲　義雄 氏

28日(土)

18：30

中央会青年部会第27回ボウリング大会
鹿児島市「Ｔ−ＭＡＸボウル」

■開催日　平成26年９月４日（木）

■開催地　熊本県

　「市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館）」

　（熊本市中央区桜町 1-3）

■開催日　平成26年10月23日（木）

■開催地　東京都「日比谷公会堂」

（東京都千代田区日比谷公園1-3）

第57回中小企業団体九州大会

第66回中小企業団体全国大会
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Ｐ14　組合のスペシャリストを目指そう！
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平成 26 年経済センサス - 基礎調査及び商業統計調査のご案内
●�　統計法に基づき、「平成 26 年経済センサス－基礎調査及び商業統計調

査」が平成 26 年７月１日に実施されます。
●�　経済活動の状況を把握し、日本全体の経済活動の変化や動向を明らか

にするための調査です。
●�　６月末日までに調査員が調査票をお届けします。オンラインでも回答

ができますので、調査の趣旨等をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

総務省・経済産業省






